
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

七

号

賭
博
罪
及
び
富
く
じ
罪
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

階

猛
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賭
博
罪
及
び
富
く
じ
罪
に
関
す
る
質
問
主
意
書

刑
法
第
百
八
十
五
条
は
、
「
賭
博
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
一
時
の
娯
楽
に

供
す
る
物
を
賭
け
た
に
と
ど
ま
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
刑
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項

は
、
「
常
習
と
し
て
賭
博
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
他
方
、
刑
法
第
百
八
十
六
条

第
二
項
は
、
「
賭
博
場
を
開
張
し
、
又
は
博
徒
を
結
合
し
て
利
益
を
図
っ
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す

る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

刑
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
は
、
「
富
く
じ
を
発
売
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
」
と
規
定
し
、
同
条
第
二
項
は
、
「
富
く
じ
発
売
の
取
次
ぎ
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。
」
と
規
定
し
、
同
条
第
三
項
は
、
「
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
富
く
じ
を
授
受
し
た
者
は
、
二
十
万
円

以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

日
本
人
が
海
外
旅
行
の
際
に
、
カ
ジ
ノ
な
ど
で
賭
け
事
を
す
る
行
為
は
明
ら
か
に
賭
博
行
為
に
該
当
す
る
が
、
違
法
で
は
な

い
。
こ
れ
は
、
日
本
国
民
の
国
外
犯
処
罰
規
定
（
刑
法
第
三
条
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
近
時
、
海
外
に

サ
ー
バ
を
置
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
、
海
外
の
カ
ジ
ノ
を
イ
ン
タ
ー

一



ネ
ッ
ト
中
継
す
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
に
賭
博
を
さ
せ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
ジ
ノ
店
が
、
賭
博
罪
又
は
常
習
賭
博
罪
容
疑
で

検
挙
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
を
装
い
、
暴
力
団
の
資
金
源
と
な
っ
て
い
る
疑
い
が
持
た
れ
て

い
る
。

他
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
賭
博
罪
は
、
「
必
要
的
共
犯
」
で
あ
り
、
賭
博
開
帳
者
と
共
に
処
罰
さ
れ
る
（
刑
法
第

百
八
十
六
条
第
二
項
参
照
）
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
賭
博
開
帳
者
が
国
外
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
抗

犯
で
あ
る
賭
博
罪
は
成
立
し
な
い
と
し
て
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
賭
博
カ
フ
ェ
と
異
な
り
、
自
宅
か
ら
海
外
で
開
設
さ
れ
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
賭
博
を
す
る
の
は
違
法
で
は
な
い
」
と
説
明
を
し
て
、
個
人
を
相

手
と
し
て
賭
博
を
さ
せ
て
い
る
業
者
も
い
る
。

同
様
に
、
日
本
人
が
海
外
旅
行
の
際
に
、
海
外
の
宝
く
じ
を
購
入
す
る
行
為
は
「
富
く
じ
を
授
受
」
す
る
行
為
に
該
当
す
る

が
（
刑
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
参
照
）
、
違
法
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
日
本
国
民
の
国
外
犯
処
罰
規
定
（
刑
法
第
三
条
）
の

対
象
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
日
本
国
内
に
い
る
者
に
代
わ
っ
て
、
海
外
の
宝
く
じ
の
購

入
を
代
行
す
る
業
者
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
業
者
に
は
、
実
際
に
は
海
外
の
宝
く
じ
を
購
入
せ
ず
に
、
国
内
の
顧
客
か
ら
代
金

の
み
を
受
領
す
る
詐
欺
行
為
を
行
う
も
の
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

二



こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。

一

日
本
国
内
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
海
外
で
開
設
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
に
参
加

し
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
中
継
さ
れ
て
い
る
海
外
の
カ
ジ
ノ
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
国
内
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
ジ
ノ

店
に
お
い
て
参
加
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
国
内
の
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
参
加
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

刑
法
第
百
八
十
五
条
の
賭
博
罪
に
該
当
す
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

上
記
一
の
「
日
本
に
所
在
す
る
者
」
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
者
に
は
、
国
内
犯
が
適
用
さ
れ
る
か
。
す
な
わ
ち
、
海
外

に
サ
ー
バ
を
置
い
て
賭
博
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
業
者
に
も
、
賭
博
開
帳
罪
（
同
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
）
が
成
立
し
得

る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

賭
博
罪
の
成
立
要
件
と
さ
れ
る
必
要
的
共
犯
に
関
し
て
、
共
犯
者
の
片
方
（
賭
博
に
参
加
す
る
者
）
が
国
内
、
も
う
片
方

（
賭
博
開
帳
者
）
が
国
外
に
所
在
す
る
場
合
に
共
犯
関
係
は
成
立
し
得
る
の
か
。
片
方
を
罰
す
る
事
が
出
来
な
い
（
非
可
罰

的
な
）
状
態
に
あ
っ
て
も
、
両
者
に
よ
る
共
犯
関
係
を
立
証
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
も
う
片
方
の
者
の
罪
は
成
立
し
得
る
の

か
。

四

日
本
国
内
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
代
行
業
者
を
通
じ
て
海
外
の
宝
く
じ
を
購
入
す
る
行
為
は
、
刑
法
第
百

三



八
十
七
条
第
三
項
の
「
富
く
じ
を
授
受
」
す
る
行
為
に
該
当
す
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

国
内
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
に
参
加
す
る
行
為
や
海
外
の
宝
く
じ
を
購
入
す
る
行
為
が

賭
博
罪
や
富
く
じ
罪
に
該
当
し
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
国
民
に
周
知
す
る
た
め
の
政
府
広
報
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


